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※行方市では、新たな自主財源の確保や地元商工業者などの活性化、市民生活情報の提供を目的に有料広告掲載の取り組みを行っています。

行 方 市 民 憲 章

やさしい自然

かがやく人

わたしたちがつくる

魅力あるまち、行方市

　
 情報ひろば

行 方 市 の 人 口

総　数　37,939 人（-85）

男　　18,795 人（-27）

女　　19,144 人（-58）

世帯数　12,668 世帯（-  5）

平成 25 年８月 1 日現在

※外国人住民を含む

（　）は前月との比較

↑ 相談￥０　着手金￥０　成功報酬制！
過　 払　 い　 金　 回　 収

借金整理・交通事故・遺言・相続

弁護士法人　リーガルプラス

124 号イオンそば

茨城県弁護士会所属

代表弁護士  谷  靖介
☎０２９９－８５－３３５０(平日 10:00 ～ 18:00)
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。
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※行方市では、新たな自主財源の確保や地元商工業者などの活性化、市民生活情報の提供を目的に有料広告掲載の取り組みを行っています。※行方市では、新たな自主財源の確保や地元商工業者などの活性化、市民生活情報の提供を目的に有料広告掲載の取り組みを行っています。

　男女共同参画とは、性別に関係なくすべての人が社会の構成員として、自
らの意思によって社会のあらゆる活動に参加し、政治・経済・社会・文化的
利益を享受し、また共に責任を負うことであるとされています。女性の管理
職登用や女性の視点からの新ビジネスなど、最近華やかな話題も増えてきて
います。
　さて、国でも会社でもいえることは、家庭内でもいえるのでしょうか。時代
はかつての三世代同居から核家族化へ、そして現代では共働き世帯の増加
や単身世帯増加により、２世帯住宅、あるいは２．５世帯家族の増加などと、
大きく家族構造も変わり、これにつれて、男女が家庭内で果たす役割やその
比率も変わってきています。価値観そのものが大きく変化・多様化する時代
ですから、ライフスタイルもさまざまでしょう。
　では、暮らしの基本となる『家計』はどうあるべきでしょう。こと家計とな
ると古いしがらみにとらわれがちで『家計が厳しいのですが、どうすれば主人

（男性）の小遣いを減らせるでしょうか』『生活費を毎月いくらと渡されてい
ますが、苦しいことを伝えても取り合わない一方、残りは主人（男性）が自
由に・・・』など、かつては井戸端会議での話題も、時代を反映し、最近で
はインターネット上でも話題を提供しているようです。
　社会の最小構成単位が『家族』だとも言われますが、では将来のライフス
タイルを基本から支える『家計』（＝ライフプラン）は家族単位でしょうか。
それとも個人単位でしょうか。『家計』は誰かが『まとめ役』となるわけで、
多くのご家庭では奥様（女性）が、いわゆる『財布の紐は家内（女性）が握っ
ている』ようです。ともすると『お金のことはさっぱり。すべて家内（女性）
に任せている』ご家庭も。あるいは大きい買い物の時だけは『大蔵大臣に聞
いてみないと』と、ご主人（もっぱら男性？）に登場いただくご家庭も少なく
ないようです。
　また、昨今では家計の『財布』（もっぱら銀行預金口座か郵便貯金口座）
の数も『財布はひとつ』でもなく、共働きの収入比率に応じて『折半出資』
したり、あるいは個人別管理だったり、費用科目ごとに分担するなど工夫が
あるようです。かつてはご主人（男性）が大黒柱〔収入面を支える〕、奥様（女
性）が家計当番〔支出面他を支える〕となることが多かったものが、現代で
は家族スタイルの変容から、『家計』の在り方も大きく変化しつつあるようです。
　いわゆる一個人として社会に参画するにあたり、社会・
経済に『家計』という金融の面から、独立した経済人と
して関わっていること、関わっておくことは大切だと考え
ます。家計におけるお金のやりくりは資源配分の基本で
もあり、自分や家族の将来を展望する際、依存型や信頼
型でもなく、意志や希望、情報の家庭内相互共有型の家
計管理を今から、自ら、そして共に希求していくことは重
要度が高く、かつ優先度も高い時代なのではないでしょ
うか。

まずは弁護士にご相談ください

TEL 0299（91）1171(完全予約制)
茨城県神栖市大野原４－７－１１鹿島セントラルビル新館５階
ｈｔｔｐ：／／ｋａｍｉｓｕｈｉｍａｗａｒｉ．ｃｏｍ／

神栖ひまわり基金法律事務所
□□□弁護士　瀧　智英（茨城県弁護士会所属）□□□

借金の整理 交通事故 不動産 離婚

ー　暮らしと家計から見ると・・・ー

　　　　　　　　　　　　　野村證券投資情報部証券学習開発課課長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中　政広
健康食品の送り付けに
                               ご用心！！

　電話で「注文のあった健康食品

を代金引換で送ります」と言ったり、

断っているにもかかわらず、商品

を送り付けてくる悪質な業者が増

えています。「頼んだ覚えがない」

と言っても、承諾しないと裁判に

すると脅されたり、脅迫まがいの

言葉で強引に承諾させられたとい

う相談も寄せられています。金額

もつい支払ってしまいそうになるよ

うな数千円のものから、とても簡

単に支払えないような高額な健康

食品まであります。

　消費者が承諾していないのにも

かかわらず、一方的に商品を送り

付けられた場合、代金の支払いの

義務はなく受け取る必要もありませ

ん。必要のない商品は、はっきり

と断り、業者名や連絡先を確認す

ることも大切です。

　困ったときは、行方市消費生活

センターへご相談ください。

　　－　まずはお電話を！　－　
問：消費生活センター
℡　０２９１- ３４- ６４４６

はい、

こちら消費生活センター！

本市のまちづくりに協力していただいてい
る方・団体等に、話題を提供いただき、様々
な『男女共同参画』について、コラムを連
載いたします。市民の皆様の声もお寄せく
ださい。ご意見をお待ちしております。

男 女 共同参画って何！？

　県内の６農業共済組合等と連合会
が合併し、平成28年５月１日を目途
に特定組合を設立するために、７月３
日に「茨城県農業共済特定組合設立推
進協議会」が発足しました。
　合併に関しては、効率的な業務運営
を図り茨城農業の発展に貢献すること
を目的に協議を行って参ります。
　組合員・加入者の皆様のご理解をよ
ろしくお願い致します。

鹿行農業共済 組合
鹿嶋市武井１９６３－１１
TEL：０２９９－９０－４０００(代)
HP:http://www.nosai-rokko.or.jp

茨城県農業共済特定組合設立
　　　推進協議会が発足しました


